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　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた
業種、そこで働く方々など、市民生活や経済活動へ
の影響は依然として続いています。
　こうした中、コロナ禍における原油価格・物価高
騰等に直面する市民生活や経済活動に対して支援や
負担の軽減を実施できるよう、「はびきの暮らし応援
商品券」を販売します。
 消費を喚起することで地域経済を下支えし、街の元
気を取り戻します！

令和 4 年 8 月1日現在で羽曳野市の住民基本台帳に
①記録されている方
②記録されていない方であって、その後転入または出生によ
　り令和 4 年11月1日までに記録されている方
③記録されていない方であって、羽曳野市において生計を営
　んでいることが確認できる方

①の方については９月上旬に購入券を一斉送付予定。9 月13 日
　までに購入券が届かない場合は事務局 (072-947-0112) ま
　でご連絡ください。
②の方については、順次「購入券」を各世帯毎に送付いたし
　ます。
③の方については、「購入券」の発行・送付に伴い申請が必要
　となりますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。

≪注意≫「購入券」が無いと商品券の購入ができないため、
　　　お手元に届き次第大切に保管してください。

1冊につき 2,500 円で、1枚 500 円の10 枚綴り（5,000
円分）の商品券を購入できます。
お一人で、商品券を 2 冊まで購入できます。
この商品券は、先着順や抽選での販売ではなく、販売期間中
はすべての販売対象者の方がお一人につき 2 冊まで購入でき
ます。

9月上旬より
9月上旬より購入券送付開始
購入券送付開始
9/20㈫より
9/20㈫より　販売開始!!
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2,500 円で2,500 円で 55,000,000 円のお買い物ができる円のお買い物ができる !!　!!　最大最大 55,000 円お得,000 円お得 !!!!
※※商品券の使用開始は、商品券の使用開始は、10 月1日10 月1日からから

◎商品券販売対象者

◎購入券の送付について

◎販売価格

◎販売期間

◎使用までの流れ

濃い緑色の封筒
でお届けします→

令和 4 年 9 月 20 日㈫から11月 30 日㈬まで
販売開始当初は混雑が予想されます。販売期間は十分ござ
いますので、ゆとりをもってご購入ください。また、新型コ
ロナウイルス感染症等への対策として、販売窓口で列に並ぶ
際には間隔を空ける、購入時間帯をずらす等ご協力ください。

「購入券」が羽曳野市より届く（9 月上旬より発送）

販売窓口にて「はびきの暮らし応援商品券」を購入する
【販売期間：令和 4 年 9 月 20 日から11月 30 日まで】
　　　　　　

取扱店にて「はびきの暮らし応援商品券」を使用する
【使用期間：令和 4 年10 月1日から12 月 31日まで】
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「購入券」に購入金額を添えて販売窓口にてお買い求めください。
「購入券」の購入者氏名欄に販売窓口に来られる方の氏名をご記入
ください。
商品券は、家族分をまとめて購入したり、代理人（知人や近所の方
等の第三者）が購入することも可能です。
お釣りが出ないようご配慮をお願いします。

◎購入方法

令和 4 年 9 月 20 日㈫から11月 30 日㈬まで
◎販売期間

商品券の購入について商品券の購入について

購入券イメージ

9:00 ～ 17:00

10:00 ～ 19:00

販売窓口販売窓口

商品券の購入・使用に関する問い合わせ先　羽曳野市プレミアム付き商品券事業コールセンター☎ 0120-983-623
【９月】毎日 /9:00 ～ 17:00　【10・11 月】平日のみ /9:00 ～ 17:00（土日祝は非対応）

取扱店については販売窓口で配布する「取扱店一覧リーフレット」や
羽曳野市ウェブサイト（９月中旬以降）をご確認ください。


